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事例１ 

大雨により斜面が崩壊し、線路内に堆積した土砂等に乗り上げて脱線 

概要：8両編成下り特急列車の運転士は、列車が速度約72km/h で惰行運転中、前方約30～40mの線路

内に土砂等が堆積しているのを認めたため、非常ブレーキを使用したが間に合わず、平成24年9月24

日23時59分ごろ、列車は土砂等に乗り上げ、約84m走行して停止し、1両目全4軸、2両目前台車全2軸

及び3両目前台車全2軸が右に脱線した。停止した際、1両目から4両目中間付近までは隧道内であっ

た。 

A駅までは特に異常は
なく、A駅を定刻より1
分遅れて出発した 

23時 59分ごろ 

事故発生に至る経過 

隧道入口手前の線路
内に1m程度の高さの
土砂があることに、約
30～40m手前で気付
き、非常ブレーキを掛
けるとともに非常発
報信号扱い及び警笛
を鳴らした 

脱線に至った経緯については、以下のとおりであった可能性があると考えられる 
・下り線軌間内に落下していたと考えられるコンクリート基礎や木を含む土砂に衝突し、コンクリ
ート基礎が1 両目前台車の下部を通過する際、1両目の前側が約1m跳ね上がった 
・1両目の前側が跳ね上がった際、1両目が右（上り線側）へ大きく移動した後、接地した際に前台
車及び後台車が脱線した 
・1両目が急激に減速したため、2両目が1両目後部妻外板と衝突した際、若しくは2両目前台車がコ
ンクリート基礎に衝突した際に2両目前台車が脱線した 
・コンクリート基礎は、1両目の先頭部から後台車前にある床下機器までは床下のほぼ中央を通過し、
後台車の前から車両の左側へ抜け、その後2両目前台車前側に挟まった状態となった 
・3両目前台車はコンクリートの破片又は土砂等に左側が衝突した際に脱線した 

列車は土砂等に衝突
し、脱線した 

23時 57分ごろ 

事故現場略図 

 

３. 鉄道事故調査事例（２事例） 

脱線に至った経緯 

崩壊箇所の状況 

沢状の地形 

モルタル吹付け 

＋ポケット式落石防護網

鉄道敷地 
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１  本 件 斜 面 が 崩 壊 し た こ と に つ い て

２  本 件 斜 面 の 管 理 に つ い て

露出したコンクリート基礎の一部

崩壊したのり面 

本件斜面は、風化しやすい泥質岩の表面部分が経年の劣化によ
り力学的な強度が低下していたこと、及び短時間に大雨が降っ
たことにより、脆弱化していた可能性があると考えられる表層
部及び基盤層の表面部分に多量の雨水が集中し、表層部の地下
水位が上昇した結果、地層中の間隙水圧が上昇し、斜面表層の
崩壊が発生した可能性があると考えられる 

現地の調査結果から総合判定をBに緩和す
るための根拠が不明確であり、現地調査後
の最終的な健全度の判定を行う判定会議に
おける判定基準について見直しを行うべき
である 

コンクリート基礎が落下した原因については、鋼製柵の設置経
緯や構造図の記録が残っておらず不明であるが、設置当時の想
定以上の土砂が流出したこと、コンクリート基礎周辺の地盤が
経年により浸食されたことにより、コンクリート基礎の一部が
斜面に露出していたことから、コンクリート基礎の性能が設置
当時より低下していたことによる可能性があると考えられる 

本件斜面の最終的な検査結果である総合判定につ
いて、平成23年全般検査では、現地調査の総合判
定をAorBとし、その後、具体的な措置が行われる
ことなく、判定会議においては総合判定をBとして
いた 

本事故現場に最も近い雨量
計設置駅の雨量計は、24日21
時過ぎから降雨量が観測さ
れ始め、25日0時に時間雨量
38㎜/時、連続雨量80㎜の降
雨を観測している 

崩壊箇所の地質は泥質岩を
主体（基盤層）とし、乾湿の
繰り返しにより脆弱化しや
すい性質を有しており、ま
た、崩落箇所付近は沢状の地
形を呈している 

線路上に流入した土砂は、水
分を非常に多く含んでおり、
下り線で最大1mの厚さで堆
積し、一部は上り線まで到達
していた 

鋼製柵の山側に倒木、落石土
砂等が滞留していた。また、
鋼製柵のコンクリート基礎
が数十センチ程度、地面から
露出していた 

崩壊発生箇所 

３  運 転 規 制 の 取 り 扱 い に つ い て

土砂崩壊が発生した場合に線路を支障す
ることが予想される区間については運転
規制の対象としたが、本事故現場付近は、
当時の検査の結果、問題ない斜面であっ
たため規制対象区間としなかった 

本事故発生当時、運転規制の対象となる雨量に達して
いたと考えられること、かつ本件斜面において斜面崩
壊が発生したことから、本件斜面と似たような地形を
有する箇所を再度抽出し、危険性を評価し、降雨量に
よる運転規制区間の見直しを検討することが必要で
あると考えられる 

斜面の健全度の判定の主な流れ 

「自然斜面・のり面」の定期検査に関しては、2年に1回の周期で実施する全般検査で健全度の判
定を行うことを定めている 

社外の専門家と社員で、連続した一定区間ごとに現地調査を実施し、現地で変状及び不安定要因
のある箇所を抽出し個別の健全度判定を行う 
判定結果が健全度A(※1)と判断された箇所については、その場で、個別検査を実施する 
その後、個別の健全度判定を踏まえ、連続した一定の区間ごとに、現地調査における総合判定を

行う 
※1 健全度Aは「運転保安、旅客及び公衆などの安全並びに列車の正常運行の確保を脅かす、又はそのおそ

れのある変状等があるもの」、健全度Bは「将来、健全度Aになるおそれのある変状等があるもの」 

現地での判定結果を「調査結果報告会」で検査責任者に報告し、「判定会議」において、検査責
任者が連続した一定の区間の斜面ごとの最終的な健全度の判定（総合判定）を行う 
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４. 船舶事故等の発生状況 

本事例の調査報告書は当委員会ホームページで公表しております。(2013年 9月 27日公表) 
http://www.mlit.go.jp/jtsb/railway/rep-acci/RA2013-8-3.pdf 

原因：本事故は、列車が斜面表層の崩壊により線路内に堆積していたコンクリート基礎 1 個を含む

土砂等に乗り上がったため、脱線したことにより発生したものと推定される。このとき、コンクリ

ート基礎に1両目の前台車が乗り上がったことが、被害の拡大につながったものと推定される。 

斜面崩壊が発生したことについては、脆弱化していた可能性があると考えられる本件斜面の表層

部及び基盤層の表面部分に、多量の雨水が集中し、表層部の地下水位が上昇したことによる可能性

があると考えられる。 

斜面に設置されていた鋼製柵のコンクリート基礎が落下した原因については、同社に鋼製柵の設

置経緯や構造図の記録が残っていなかったため不明であるが、設置当時の想定以上の土砂が流出し

たことのほかに、コンクリート基礎の性能が設置当時より低下していたことによる可能性があると

考えられる。 

 

○必要と考えられる再発防止策 

１．本件斜面における再発防止 

（１）崩壊箇所は、泥質岩を主体とする基盤層表面部及び表層部が、長年の降雨や湧水の作用によ

り脆弱化して崩壊に至った可能性があると考えられることから、発生源対策として、のり面工

による対策が必要である。また、適切な排水工を施すことが必要である。 

（２）斜面上部から線路内に土砂が流入することを防止するため、土砂止柵の設置などの対策が必

要である。 

２．類似災害の再発防止 

（１）鉄道事業者は、線路に近接している本件斜面と地形的に類似する箇所（土砂がたまっている

沢状の地形を切土により途中でカットし、斜面に土砂が比較的厚く堆積していることが想定さ

れる場所など）を抽出した上で、その土層厚を確認し、適切な対策を実施することが必要であ

る。 

（２）鉄道事業者は、既存の対策工（斜面の防護工）のうち、今回崩壊した鋼製柵のように、設置

経緯が不明、詳細図面がないなどの設備については、現時点で想定される災害形態とその規模

に対して適切かどうかを再評価することが必要である。 

（３）鉄道事業者は、本件斜面と似たような地形を有する箇所を再度抽出し、危険性を評価し、降

雨量による運転規制区間の見直しを検討することが必要である。 

 

○事故後に鉄道事業者が講じた措置 

１．本件斜面における再発防止 

（１）斜面上の不安定な物を取り除き、コンクリートで表面を固めた。 

（２）鋼製の防護柵を、本件斜面の線路際に設置した。 

（３）落石検知装置（傾きを検知する機器）を、上述した防護柵の柱に設置した。 

（４）本件斜面切土のり面に、落石防護網を再設置した。 

２．類似災害の再発防止 

（１）全線において、斜面の再調査を実施し、本件斜面の崩落地点と類似した斜面（沢状地形）に

おいては、落石防護柵及び落石検知装置を設置することとした。 

（２）運転規制区間の対象を全線（斜面のない線区を除く）に拡大した。 

（３）気象庁の「降水ナウキャスト」の情報を活用して、運転規制実施の判断の参考に活用するこ

ととした。 

再 発 防 止 に 向 け て  


